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Ⅰ　問題の所在

　平成18年に総合法律支援法に基づき設立された日本司法支援センター（以

下、法テラス）では、常勤の弁護士（以下、スタッフ弁護士）が各地の法テ

ラス法律事務所で勤務し、市民の様々な法律問題の支援を行っている１。法

テラスは地方公共団体や高齢者および障がい者支援団体等との連携を確保

し、総合的な法律支援体制を強化することが法律上求められているが（総合

法律支援法第７条）、実際、スタッフ弁護士が地方自治体関係者や医療福祉

関係者と連携関係を築きながら依頼者の支援にあたること（以下、「連携活

動」と呼ぶ）により、法律専門家や法律サービスに自分からアクセスするこ

とが困難な高齢者、障がい者、DV被害者等に有効な支援活動を提供してい

ることが既に報告されている２。

　もっとも、このような連携活動は、比較的新しい形態の弁護活動である

ことから３、その倫理問題に関する検討は必ずしも十分に行われていない。

2004年に日本弁護士連合会の会規として制定された弁護士職務基本規程（以

下、「規程」と呼ぶ）は、スタッフ弁護士にも当然に適用されるが、スタッ

フ弁護士の連携活動への規程の具体的適用に関する議論は、少なくとも公表

されている資料としてはほとんど蓄積されていない。そこで、以下ではス

タッフ弁護士との連携活動の特徴を踏まえた上で、連携活動における主要な

倫理問題について検討を行う。

　なお、本稿は、日弁連法務研究財団の支援を受けた財団研究第101号「法

テラスのスタッフ弁護士による関係機関との連携及びこれらを活用した紛争

の総合的解決と予防に関する検証調査」（主任：濱野亮立教大学教授）にお

ける研究活動において、筆者が得た知見を基礎としている４。以下で挙げる

具体例も、上記の研究活動の中で実際の連携ケースとして検討対象となった

ものを抽象化・簡略化したものである。
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Ⅱ　連携活動の特徴

　スタッフ弁護士の連携活動は、その連携先機関、依頼者、事件の内容に

よって様々であり、これを一括りにすることは乱暴との誹りも免れないかも

しれない５。しかし、弁護士倫理の検討を前提としてその主要な特徴をあえ

て捉えるならば、以下の３つの点が挙げられる。第一に、連携先である弁護

士資格を有しない他の資格者や地方自治体職員の活動が、スタッフ弁護士の

活動およびその結果にも大きな影響を与える、もしくは与える可能性があ

る。一般の法律事務所の弁護士も、時として他の資格者等と協働して事件の

処理にあたることはあり得るが、その時間的継続性および連携先との関係に

おいて、スタッフ弁護士の連携活動とは異なっている。例えば、地域包括セ

ンターの職員が端緒となり、消費者被害、親族からの経済的搾取、劣悪な生

活環境といった複数の問題を抱える高齢者の事件をスタッフ弁護士が受任し

たとしよう。成年後見人への就任を含む法的な問題についてはスタッフ弁護

士が担当し、生活支援はケアマネージャーが行い、高齢者施設入居のために

は地方自治体職員と連携を図りながら依頼者の支援にあたったとする。この

ようなケースでは、連携先との関係は受任の端緒から、場合によっては依頼

者が死亡するまで、長期に渡って継続する６。また、連携の目的は必ずしも

依頼者の「法的」問題の解決に留まらず、依頼者の生活そのものの改善であ

る７。このため、連携先との関係では、スタッフ弁護士はあえて主導権を握

ることはせず、「フラットな関係」を築くことがより効果的な連携活動に資

するという８。結果として、一般の弁護士が他の資格者等と協働で事件処理

を行うときよりも、連携先がより強い主導権を持って依頼者の生活全般の改

善に取り組むなど、結果として弁護士の活動に対する連携先の活動の影響が

大きくなる可能性がある。

　第二の特徴として、連携活動を伴う事件では、依頼者自身がその法的ニー

ズに気づき難い状態に置かれているか、気づいていても自ら法律事務所を訪
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ねることが難しい状態にある。それ故、依頼者以外の「誰か」が依頼者の

ニーズに気づかなければ、当該依頼者の救済は困難となる。弁護士自身が

法律事務所の外に出向いて法的支援を実施する（アウトリーチ）必要性や、

依頼者の自宅に出向いた連携先が受任の端緒となる理由は、このためであ

る９。例えば、寝たきりで認知症の独居高齢者が経済的搾取や消費者被害に

遭っている場合、本人は自分の経済的利益に重大な侵害が発生していること

すら認識していない場合が多い。また、仮にそのことを認識していたとして

も、自ら法律事務所に出向くことはほぼ不可能である。このような当事者を

より多く救済するためには、各連携先と密接かつ継続的な関係が維持される

ことが求められる。法テラス地方事務所が、高齢者や障がい者への対応を専

門とする地方自治体の部門や福祉事務所等と電話でホットラインを引いた

り、スタッフ弁護士が定期的にこれらの連携先に出向いて積極的に連携関係

の維持に努めたりするのは、このようなニーズの掘り起こしに資するためで

ある10。

　第三に、連携活動の対象となる事件では、依頼者の多くが高齢者であった

り、知的障がいを抱えていたりしており、しばしば依頼者との意思疎通に困

難を伴う。そのような状況では、通常のインフォームド・コンセントのよう

に、十分な説明をした上で依頼者の承諾を得たり、依頼者が優先したいと考

える利益が何であるのかを依頼者自身に判断してもらうことは極めて難し

い。すなわち、連携活動として複数の関係者が依頼者に接する中で、誰がど

のようにして依頼者の意思を判断するのかという問題が、事件の受任から終

了までの間、継続して発生している11。

　以上のように、スタッフ弁護士の連携活動は、一般的な民事弁護活動では

あまり問題とならない特徴を有している。このため、スタッフ弁護士は、一

般の法律事務所に勤務する弁護士が経験しないような倫理的ジレンマに直面

する場合がある。例えば、事件処理の過程において、連携先と採るべき対応

について意見が対立した場合には、どのように対応すべきか。依頼者がス

タッフ弁護士に開示した情報について、連携活動に資するという理由で、連
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携先と共有することは許されるのか。依頼者の利益と連携先との利益が対立

した場合には、スタッフ弁護士はどのような行動を取るべきか。以下では、

弁護士のコアヴァリューと呼ばれる弁護士の独立、守秘義務、利益相反の３

つの基本倫理に着眼して、スタッフ弁護士の連携活動における倫理問題を具

体的に検討する。

Ⅲ　基本的な倫理問題をどのように考えるか

　大前提として、スタッフ弁護士も日本弁護士連合会および単位弁護士会に

登録する「弁護士」であるから、規程を中心とする弁護士倫理の規律に服す

る。弁護士のコアヴァリューと呼ばれる、弁護士の独立（規程第２条、第20

条）、守秘義務（弁護士法第23条、規程第23条）、利益相反（弁護士法第25

条、規程第27条、第28条）の規律は、スタッフ弁護士にも当然に及ぶもので

あるが、上に述べた特徴を有する連携活動については、日弁連による規程の

解説においても十分な指針は示されていない12。連携活動において生じうる

倫理問題について、どのように考えるべきだろうか。

１　弁護士の独立（規程第２条）

　弁護士はその職務を行うにあたり、専門職として高度に独立した判断が求

められる。単なる私権の擁護のみならず、社会正義の実現（弁護士法第１

条）という使命を負っている弁護士は、国家権力からも、依頼者からも、そ

して第三者からも独立して職務を行わなければならない13。総合法律支援法

第33条はこの趣旨を踏まえ、法テラスの業務を行う弁護士が独立して職務を

行うことを規定しており、スタッフ弁護士は具体的な職務活動について法テ

ラスの指揮命令を受けないこととされている14。

　したがってスタッフ弁護士は、国家権力からの独立はもちろん、連携して

依頼者の支援活動にあたるとはいえ、第三者である連携先との関係において

も、法律専門職として独立を保ち、採るべき方針を自ら判断しなければなら
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ない。とはいえ、採るべき方針について連携先と意見が対立した場合に、そ

の対立を解決せずにスタッフ弁護士が自ら正しいと考える方針を一方的に行

動に移しても、連携ケースの事件処理としてはうまくいかないであろう。例

えば、スタッフ弁護士が連携先に対し、依頼者のためにある行動を取って欲

しいと考えているが、連携先としてはその行動は取るべきでないと考えてい

る場合、スタッフ弁護士がその行動を取るように連携先に強引に求めても、

円滑な事件処理にはつながらない15。連携活動においては、いわばチームと

して依頼者の救済を行うが、その構造は、弁護士の独立した判断の下に残り

のチーム構成員が従うというものではない。

　法律専門職として、弁護士は法の解釈や適用など、法的問題については自

ら独立して判断すべきであるが、これを行動に移す際には、自らの意見と異

なる考えを有する連携先のある場合には特に、十分な内部での協議と合意形

成が必要であろう。また、法的問題についても、その判断には事実の把握や

評価が不可欠となるのであり、この過程でも連携者の意見を傾聴すべき場合

が多い。例えば、DV被害者にシェルターを提供している女性支援団体と連

携し、DV被害を受けた女性の離婚事件を受任した場合を考えてみよう。離

婚の準備のためには被害者からの聞き取りが不可欠となるが、心身に深刻な

ダメージを受けている依頼者から今現在それが可能かどうかについては、精

神的なケアをしている支援団体職員の意見を聴いた上で判断した方がより適

切な行動が選択できる場合もあろう。つまり、実際に法律事務の処理を進め

るにあたっても、連携先の意見の傾聴や、連携先との協働が依頼者の最善の

結果に資することが実際の連携活動では少なくないのであり、これらの行動

は、法律専門職としての法的判断をスタッフ弁護士が自らの責任で下してい

る限りは、独立性を害する行為とはいえない。

　仮にスタッフ弁護士の考える事件処理の方針について、連携先が反対した

としよう。そのような場合には、ケース会議等において、スタッフ弁護士が

正しいと考える方針について各連携先に明確に伝え、弁護士としてなぜそれ

が正しいと考えるのか、可能な限り分かりやすく説明し、理解を求めるコ
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ミュニケーションが求められる。当然のことながら、スタッフ弁護士は連携

先の「いいなり」になってはならず、弁護士として常に依頼者の正当な利益

を保護するために活動すべきであるが（規程第21条）、事件処理においては、

対応にあたる連携先関係者全員が納得できる方針を見いだせるように努める

べきである。

２　守秘義務

　規程第23条は、依頼者の秘密の保持義務を定めている。弁護士法第23条も

また、職務上知りえた秘密の保持を義務付けている。現時点では、守秘義務

の範囲につき弁護士法と規程の規定が異なっており、議論のあるところであ

るが、ここでは深く立ち入らずに「依頼者の秘密」の連携先への開示の是非

について以下検討する16。

　守秘義務は、弁護士が依頼者から十分な情報の開示を受け、これにより適

切な法律事務を行うために弁護士自らに課した義務であり、弁護士の基本倫

理である17。もっとも、弁護士の守秘義務も正当な理由があれば解除される

と解されており、具体的には、依頼者の承諾のある場合、公共の利益のため

に必要のある場合、弁護士の自己防衛の必要のある場合については、依頼者

について職務上知り得た情報を開示しても守秘義務違反とはならないと解さ

れている18。

　それでは、連携活動において連携先と情報を共有することは、どのような

条件のもとであれば許されるだろうか。例えば、先に述べたDV被害女性の

離婚事件でより複雑な連携活動が行われている場合を考えてみよう。依頼者

である女性は、DV被害により精神的に不安定な状態にあり、この治療は精

神科医が担当しているとする。また、女性支援団体のシェルターに身を寄せ

る女性の生活再建については、地方自治体の職員が支援している。配偶者か

らさらなる危害が加えられることがないよう、地元の警察も防犯上の見守り

を担当している。離婚事件を受任しているスタッフ弁護士としては、依頼者

が離婚裁判に精神的に耐えられるかについては精神科医の見解を聞き、依頼
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者の生活再建支援については地方自治体職員と連携し、万一依頼者の身に危

険が生じた場合には警察に連絡することを念頭に置きつつ、離婚事件の処理

を進めている。このような連携活動においては、各連携先とスタッフ弁護士

との間の十分なコミュニケーションは円滑な支援活動のために不可欠となる。

しかしながら、依頼者から開示された情報の中には、依頼者が他の連携先には

開示して欲しくないと考えるものも含まれているかもしれない。連携先との

コミュニケーションと弁護士の守秘義務との関係をどのように解するべきか。

　まず、連携先の諸機関や担当者を共同受任している弁護士や同一法律事務

所内の事務員のように位置付け、これを根拠に全面的な情報の共有が認めら

れると考えることは難しい。共同受任している弁護士であれば、同一の行為

規範に服し、同じ水準の守秘義務を負うが19、連携先は弁護士でない限りは

弁護士倫理に服するものではなく、各職業上の規律として守秘義務を負って

いたとしても、その解除の理由など、守秘義務の具体的内容が弁護士倫理と

同一であるとは限らない20。また、法律事務所内の事務員であれば、弁護士

自らが監督義務を負う立場であることを理由に（規程第19条）、守秘義務を

遵守させることが理論的には可能になるが、弁護士は連携先に対しそのよう

な監督義務を負うものではない。

　従って、チームとして依頼者の救済にあたるとはいえ、依頼者の承諾のな

い限り、依頼者の秘密を連携先と共有することは許されない。そして、この

承諾は、依頼者が連携者間での情報の共有について十分な説明を受けた上で

の承諾（インフォームド・コンセント）であることを要する21。連携活動に

よる事件処理を行うにあたって、スタッフ弁護士は依頼者に対して、連携先

とどのようにして問題の解決にあたり、具体的にどのような情報の共有をす

るのか、分かりやすく説明をし、このことに承諾を得る必要がある。もっと

も、承諾は必ずしも明示のものに限られず、依頼者の名誉・信用を守るため

に必要であり依頼者の承諾が推定されるときは承諾があったと同視してよい

とされる22。依頼者が、弁護士が連携先と協働して事件処理を行うことにつ

き承諾をしていれば、依頼者の権利保護のために緊急性を要する場合につい
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ては、依頼者から明示の承諾を得ていなかった事項についても、黙示の承諾

があったと考えて連携先と情報を共有することは認められるであろう。ただ

し、この場合であっても、依頼者があえて弁護士のみに開示したと推定され

る情報や、特定の連携機関への開示を望まないことが推定される情報につい

ては、依頼者の明示の承諾なしに開示すべきではない。依頼者と弁護士との

信頼関係を危険に晒す情報の開示は、連携機関に対してとはいえ、厳に慎む

べきである。弁護士が連携機関との共有が必要と考える依頼者の情報につい

ては、原則として開示の前に依頼者に承諾を得なければならない。

　それでは、依頼者の承諾の意思確認が困難な場合について、どのように考

えるべきか。スタッフ弁護士の扱う事件では、精神疾患や認知症を患う依頼

者など、通常のインフォームド・コンセントが困難な依頼者の事件処理にお

いてこそ、しばしば連携活動が有効な手段と成り得るのであり、そのような

連携活動では円滑なコミュニケーションの前提として、連携先との十分な情

報の共有が求められる。規程では、依頼者が意思の表明を十分にできない場

合であっても、適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努めるべきことが

定められている（規程第22条）。弁護士としては、事件の委任の趣旨のみな

らず、事件処理の方法についても依頼者の意思の確認に努め、依頼者が情報

の共有も含めて連携活動による事件処理を承諾しているか、常に慎重に判断

すべきであろう23。

３　利益相反（規程第27条、第28条）

　弁護士は、依頼者の利益が相反する一定の類型の事件について、受任が禁

じられている（規程第27条、第28条）。この規律の趣旨は、①当事者の利益

の保護、②弁護士の職務執行の公正の確保、そして③弁護士の品位と信用の

確保にあると説明される24。弁護士はその職務において本質的に党派的でな

ければならず、仮に相手方の事情を知ってしまったとして、その守秘義務を

遵守しつつ、誰からも公正さを怪しまれること無く、その依頼者のために誠

実義務を果たすことは極めて困難である。その意味で、利益相反の規律は弁
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護士の中核的な義務である。そしてこの規律は、職務基本規程の規律におい

て、同一の事務所に所属する弁護士にも波及する（規程第57条）。すなわち、

一人のスタッフ弁護士にある事件を受任してはならない理由が存在する場

合、同一事務所内のスタッフ弁護士全員が、原則として当該事件を受任して

はならない25。

　一見、連携活動それ自体と、利益相反の規律は無関係のようにも見える。

何故なら、スタッフ弁護士が連携活動において受任しているのは依頼者の事

件であり、その枠組みにおいて連携先は弁護士が法律事務を提供する対象で

はないからである。また、個別の連携活動の中で依頼者と連携先の利益衝突

が生じた場合には、スタッフ弁護士の責務を考えれば、当然に当事者の利益

を優先すべきであり、そのための連携関係の解消もやむを得ないのであり、

少なくともこの点については理論的にはさほど悩ましい問題とはいえない。

　より問題とすべきは、規程第28条が、「継続的な法律事務の提供を約して

いる者」を相手方とする事件の受任を原則として禁じていることと（規程第

28条３号）、スタッフ弁護士が地方自治体等に出向いて行う継続的な連携活

動との関係をどのように考えるかである。既に述べたように、スタッフ弁護

士が潜在的な法的ニーズを掘り起こそうとすればするほど、連携先との関係

は継続的・構造的なものとならざるを得ない。その形態いかんによっては、

連携先が「継続的な法律事務の提供を約している者」の実態や外観を有して

しまうことはないだろうか。

　例えば、個別の事件の連携活動ではなく、法的ニーズ掘り起こしやアクセ

ス促進のための連携活動の一環として、スタッフ弁護士が地方自治体の高齢

者案件を扱う部署に定期的に出張し、その場で職員から個別の高齢者の問題

について相談を受ける仕組みを構築したとする。この仕組みの目的は、あく

までも高齢者の法的ニーズの掘り起こしであり、必要な場合に法律事務を提

供する対象も高齢者であり、弁護士が出張に出向く地方自治体それ自体では

ない。当然のことながら、スタッフ弁護士と当該地方自治体との間には顧問

契約も存在しない。しかし、地方自治体の職員の中には、自らの事務処理を
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円滑に行うために、日頃問題となっている事柄について法的助言を求める人

もいるかもしれない。また、この枠組みにおける弁護士の出張を、外観から

判断して「スタッフ弁護士による地方自治体への法律相談」と捉える人もい

るかもしれない。仮にそのような状況の継続が、スタッフ弁護士を当該地方

自治体に「継続的な法律事務の提供を約している者」にすると解するなら

ば、当該スタッフ弁護士はもちろん、同一事務所に所属するスタッフ弁護士

全員が、当該地方自治体を相手方とした事件（例えば、生活保護受給の申請

却下に対する審査請求など）を原則として受任できないことになる26。

　日弁連による規程第28条２号の解説では、「継続的な法律事務の提供を約

している者」とは主として顧問契約を締結している場合を指すがこれには限

られず、嘱託として継続的に法律事務の提供をしている場合や企業不祥事

の調査委員会の委員として法律事務を提供する場合も含むとしている27。ス

タッフ弁護士は上記のような活動において、地方自治体から報酬を得るわけ

ではないが、利益相反の規律の趣旨を鑑みると、継続的な地方自治体への法

律相談と周囲が捉えるような実態を創り出してしまった場合、それでもなお

当該地方自治体を相手方とした事件を受任することは、仮に現実的な不利益

を両当事者に与えないとしても、外部から職務の公正に疑念を抱かせ、弁護

士の信頼を損なわせてしまう恐れがある。

　このことは、スタッフ弁護士の連携活動における深刻なジレンマを意味す

る。すなわち、より効果的な司法アクセス促進のために講じる手段が、か

えってスタッフ弁護士による市民からの事件の受任を阻む結果、すなわち、

アクセス阻害要因になるかもしれないのである。このような事態を回避する

ためにはどのような施策を講じておくべきか。結局のところ、スタッフ弁護

士が連携先に対し「継続的な法律事務の提供を約している者」とならないよ

う、連携先の機関に対しスタッフ弁護士の役割と立ち位置を明確に示し、こ

れを実践することに尽きる。すなわち、継続的な連携活動を行う諸機関に対

しては、これを開始するにあたり、その目的が専ら市民の法的ニーズの掘り

起こしや法的救済にあり、連携機関への法律事務の提供ではないことを文書
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等で明確にした上で、このことを機関職員にも周知徹底させなければならな

い。加えて、連携機関や職員のための法律相談は受けない姿勢を明確に打ち

出す必要がある。継続的に機関に出張していれば、信頼関係のできた職員か

ら様々なことを打ち明けられる可能性は想像に難くないが、スタッフ弁護士

がその場に出張している目的と役割を考えるならば、機関や職員の相談を受

けることが市民からの事件の受任を阻む危険のあることを職員にも説明し理

解を求めなければならない。また、可能な限り、地方自治体への法律相談と

ならないような外観を作る工夫も必要であろう28。そして何より、そのよう

な実践をより容易にするのは、連携先の機関に独自の顧問弁護士や組織内弁

護士がおり、その存在が機関や職員にとって容易に利用しやすい存在である

ことである。このことについてスタッフ弁護士が現実にできることは限られ

ているが、連携機関に対し、自分ではなく他の弁護士の利用を積極的に進め

ることはできよう。

Ⅳ　まとめ

　法テラススタッフ弁護士の連携活動は、法的ニーズの存在にすら気づかな

い当事者に手を差し伸べ、包括的な救済を与える取り組みであり、法テラス

設立の理念である普く日本全国における司法アクセスの促進に叶う重要な活

動である。もっともその活動は平均的な弁護士の活動とは異なる特徴を具備

しており、その特徴を踏まえた上で連携活動特有の倫理問題の克服を検討す

る作業は未だ不十分である。本稿においては、弁護士のコアヴァリューと呼

ばれる弁護士の独立、守秘義務、利益相反というごく基本的な３つの規律に

ついて、具体的連携活動の中で生じうる問題を論じた。倫理問題の顕在化を

防ぎ有効な弁護活動を行うためには、スタッフ弁護士には弁護士としての倫

理的規律の理解を前提として、高度の想像力、判断力、コミュニケーション

能力が求められる。

　スタッフ弁護士の連携活動において生じうる倫理問題は決して上に述べた
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基本的な問題に限られるものではない。より多面的かつ複合的な倫理問題の

さらなる検討は、今後の課題としたい。

［注］
１　法テラススタッフ弁護士の活動全般については、『自由と正義』第60巻９号（2009年）
以降、「スタッフ弁護士奮闘記」として隔月でリレーエッセイが掲載されている。
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克服」総合法律支援論叢第５号（2014年）124頁参照。また、連携に関する法社会学的
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士全般に該当する所もあろう。
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